
 

瀬戸 税条例 一部を改正す 条例を 公 す  

成 月 日 

瀬戸 長 増 岡 錦 也  

瀬戸 条例第 号 

瀬戸 税条例 一部を改正す 条例 

瀬戸 税条例 昭和 瀬戸 条例第 号 一部を次 う 改

正す  

次 表 改正前 欄 掲 規定を 表 改正 欄 掲 規定 下

線 示す う 改正す  

改正  改正前 

身体障害者等 対す 軽自動車税 減免  身体障害者等 対す 軽自動車税 減免  

第 条 ＜省略＞ 第 条 ＜省略＞ 

 前項第 号 規定 軽自動車税 減免を

受 う す 者 納期限前 日

長 対し 身体障害者福祉法 昭和 法

第 号 第 条 規定 交付さ た

身体障害者手帳 戦傷病者特別援護法 昭和

法 第 号 第 条 規定 戦傷

病者手帳 交付を受 い 者 身体障害者手

帳 交付を受 い い あ 戦傷

病者手帳 す 下 身体障害者手帳 い

う 厚生労働大臣 定 交

付さ た療育手帳 下 療育手帳 いう

又 精神保健及び精神障害者福祉 関す 法

昭和 法 第 号 第 条 規定

交付さ た精神障害者保健福祉手帳

下 精神障害者保健福祉手帳 いう 及び

道路交通法 昭和 法 第 号 第

条 規定 交付さ た身体障害者又 身

体障害者等 生計を一 す 者若しく 身体障

害者等 身体障害者等 構成さ 世帯

 前項第 号 規定 軽自動車税 減免を

受 う す 者 納期限前 日

長 対し 身体障害者福祉法 昭和 法

第 号 第 条 規定 交付さ た

身体障害者手帳 戦傷病者特別援護法 昭和

法 第 号 第 条 規定 戦傷

病者手帳 交付を受 い 者 身体障害者手

帳 交付を受 い い あ 戦傷

病者手帳 す 下 身体障害者手帳 い

う 厚生労働大臣 定 交

付さ た療育手帳 下 療育手帳 いう

又 精神保健及び精神障害者福祉 関す 法

昭和 法 第 号 第 条 規定

交付さ た精神障害者保健福祉手帳及び

障害者自立支援法 成 法 第 号

第 条第 項 規定 自立支援医療受給

者証 障害者自立支援法施行 成 政

第 号 第 条第 号 規定す 精神通院

医療 係 限 下本項 い



 

者 限 を常時介護す 者 運転免許証

下 運転免許証 いう を提示す

次 掲 事項を記載した申請書 減免を

必要 す 事由を証明す 書類を添付し

を提出し い  

精神障害者保健福祉手帳等 いう 並び

道路交通法 昭和 法 第 号 第

条 規定 交付さ た身体障害者又

身体障害者等 生計を一 す 者若しく 身体

障害者等 身体障害者等 構成さ 世帯

者 限 を常時介護す 者 運転免許証

下 運転免許証 いう を提示す

次 掲 事項を記載した申請書 減

免を必要 す 事由を証明す 書類を添付し

を提出し い  

⑴  ＜省略＞ ⑴  ＜省略＞ 

 身体障害者手帳 療育手帳又 精神障害者

保健福祉手帳 番号 交付 月日 障害 及

び障害 程度 

 身体障害者手帳 療育手帳又 精神障害者

保健福祉手帳等 番号 交付 月日 障害

及び障害 程度 

及び  ＜省略＞ 及び  ＜省略＞ 

及び  ＜省略＞ 及び  ＜省略＞ 

  

附 則 

 施行期日  

第 条 条例 成 月 日 施行す  

 経過措置  

第 条 条例 改正 瀬戸 税条例 規定 成 度

度分 軽自動車税 い 適用す  


